
JP 3142093 U 2008.6.5

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】被介護者在宅の自己健康管理を実現できる対話
型健康管理システムを提供する。
【解決手段】医療サービス提供装置は少なくともデジタ
ル化カルテ手段、被介護側身分手段、被介護側生理情報
手段を含める。被介護側身分手段にて、各被介護側の身
分データの保存及び処理を行うほか、デジタル化カルテ
手段にて保管された被介護側相応のカルテに連結する。
被介護側生理情報手段を被介護側身分手段に連結し、被
介護側より提供したすべての生理情報の保存及び処理を
行う。自宅側端末は各被介護側の居住先に設け、少なく
とも身分提供手段と生理情報提供手段を有する。身分提
供手段は被介護側身分手段に被介護側身分を提供する。
生理情報提供手段は被介護側生理情報手段に対して、被
介護側の生理情報を提供する。通信手段より、自宅側端
末及び医療サービス提供装置の映像信号との接続及びデ
ータ伝送リンクを提供する。
【選択図】図２



(2) JP 3142093 U 2008.6.5

10

20

30

40

50

【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
医療サービス提供装置と、少なくとも一つの自宅側端末と、通信手段とを含む対話型健康
管理システムであって、
医療サービス提供装置は、
デジタル化カルテ手段と、被介護側身分手段と、被介護側生理情報手段と、を少なくとも
含み、
被介護側身分手段は、前記のデジタル化カルテ手段に保存された相応の被介護側のカルテ
に連結し、被介護側身分データの保存及び処理を行う機能を有し、
被介護側生理情報手段は、被介護側身分手段に連結し、被介護側より提供されたすべての
生理情報の保存及び処理を行う機能を有し、
自宅側端末は、被介護側の居住先に取付けられ、身分提供手段及び生理情報提供手段を少
なくとも含み、
身分提供手段は、前記被介護側身分手段に対して被介護側の身分を伝送する機能を有し、
生理情報提供手段は、前記被介護側生理情報手段に対して被介護側の生理情報を伝送する
機能を有し、
通信手段は、
前記の自宅側端末及び前記医療サービス提供装置と画像のオンライン接続及びデータ伝送
のオンライン接続を提供する機能を有する、
対話型健康管理システム。
【請求項２】
前記生理情報は、自己測定により得られた血圧値、心拍数、呼吸数、体温値、血糖値、体
重を含まれることを特徴とする、請求項１記載の対話型健康管理システム。
【請求項３】
前記生理情報提供手段は、携帯式生理情報監視装置を用いることを特徴とする、請求項２
記載の対話型健康管理システム。
【請求項４】
前記医療サービス提供装置は、更に、被介護側その他情報手段を有し、
前記自宅側端末は、更に、その他情報提供手段を有し、
前記被介護側その他情報手段と前記被介護側身分手段と連結し、前記被介護側より提供受
けた非生理情報を保存し、前記その他情報提供手段は前記被介護側その他情報手段に対し
て非生理情報を提供することを特徴とする、請求項１記載の対話型健康管理システム。
【請求項５】
前記非生理情報は、少なくとも投薬時間、運動項目食事内容が含まれることを特徴とする
、請求項４記載の対話型健康管理システム。
【請求項６】
前記医療サービス提供装置は、更に、決定判断データベース及び警報システムを有し、前
記決定判断データベースは被介護側生理情報手段のデータにより被介護側現在の生理状況
に基づいて、必要に応じて、前記警報システムを介して特定装置に警報メッセージを発信
することを特徴とする、請求項１記載の対話型健康管理システム。
【請求項７】
前記特定装置は、特定の電子メールボックス又は携帯電話装置、前記警報メッセージは電
子メール又は簡易メッセージであることを特徴とする、請求項６記載の対話型健康管理シ
ステム。
【請求項８】
前記医療サービス提供装置は、更に、整合式情報表示手段を有し、前記のデジタル化カル
テ手段、被介護側生理情報手段及び被介護側その他情報手段にオンライン接続し、画像及
びデジタル化方式により、前記した各手段のデータを表示することを特徴とする、請求項
１記載の対話型健康管理システム。
【請求項９】
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前記整合式情報表示手段は被介護側の病気内容により分類し、前記の各手段のデータを表
示することを特徴とする、請求項８記載の対話型健康管理システム。
【請求項１０】
さらに医療情報システム取得手段を含め、前記医療サービス提供装置と他の医療情報シス
テムとの整合を図ることを特徴とする、請求項１記載の対話型健康管理システム。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は携帯式デジタル技術より構築する管理システムに係わるもので、前記管理シス
テムは主に健康管理に用いる。前記健康管理は医療施設において医師の患者に対する治療
、及び患者が医療施設を退院した後の自己介護と自己監視を含まれる。
　本考案の健康管理システムは主に、自己介護と自己監視の範疇を医療施設の治療情報シ
ステムとの連携を取り、管理者と被管理者が共に共有する。
【背景技術】
【０００２】
　病気のとき、正規な医療システムを訪れることによって、医療のプロセスが開始される
。狭義的な医療は、外来診療と入院診療に分けられる。そのうち、外来診療は主に患者基
本データの構築、患者を関連の外来部門への手配、専門医による問診及び/又は(レントゲ
ン撮影、血液、尿液など)検査の手配、医師からの問診、医師によるカルテ記入、処方が
含まれている。その病気は入院治療が必要のときは、入院診療は外来診療の後に発生する
。主に入院、看護婦による患者の生命兆候の記録、研修医による患者の既往歴収集、主治
医による医療指示の作成、医療指示による処方及び各種治療プロセスを行う。そして、入
院段階による健康状態の観察などを含まれる。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００３】
　前記の医療プロセスは患者の全快、又は病状を管理することを目的とし、病気に罹って
から、始まるもので受動的な病気治療である。しかし、高血圧、高脂血、糖尿病などの慢
性病について、前記の医療プロセスによって病状が安定した後、退院後の患者が食事管理
、運動量及び血圧値、血糖値の管理、薬の服用など、自らの健康を適宜に行えば、この種
の病気の再発、又は悪化率を大幅に軽減できる。ただし、現状として医療施設及び担当医
は患者退院後の状況について、把握しにくい状況にある。一方、患者も専業な介護がない
ほか自己介護もままならないことから、病状の有効管理及び改善は望めない。
【０００４】
　このほか、患者の慢性病は外来診療でフォローアップ必要の程度で入院必要がない、又
は健康診断によって問題発覚したときに、治療者又は管理者が患者の家庭生活状況を把握
していない場合、適切な提案ができない。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本考案は被介護者在宅の自己健康管理システムを実現できる一種の健康管理システムを
提供する。
【０００６】
　本考案の健康管理システムは、主に医療サービス提供装置、自宅側端末、通信手段を含
める。前記医療サービス提供装置は少なくともデジタル化カルテ手段、被介護側身分手段
、被介護側生理情報手段を含める。前記被介護側身分手段にて、各被介護側の身分データ
の保存及び処理を行うほか、前記のデジタル化カルテ手段にて保管された被介護側相応の
カルテに連結する。前記被介護側生理情報手段を前記被介護側身分手段に連結し、前記被
介護側より提供したすべての生理情報の保存及び処理を行う。前記自宅側端末は各被介護
側の居住先に設け、少なくとも身分提供手段と生理情報提供手段を有する。前記身分提供
手段は前記被介護側身分手段に被介護側身分を提供する。生理情報提供手段は前記被介護
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側生理情報手段に対して、被介護側の生理情報を提供する。前記通信手段より、前記の自
宅側端末及び医療サービス提供装置の映像信号との接続及びデータ伝送リンクを提供する
。
【０００７】
　説明の都合上、医療施設又は健康管理センターは以下において、「医療保健施設」とい
う。
【０００８】
　被介護者の飲食、運動量、血圧値、血糖値、体温、呼吸、脈拍、体重など、自己健康管
理に関する情報を医療施設又は健康管理センターなどに設置された医療サービス提供装置
に接続し、当前記施設の治療関係者が被介護者の健康状況を充分に把握させる、一種の対
話型健康管理システムを提供することを本考案の主な目的とする。
【０００９】
　前記システムは整合型情報表示手段によって曲線グラフ、棒グラフなど画像及びデジタ
ル化方式により、被介護者ある期間の血圧値の健康状況を表示し、被介護者と医療施設側
のものの読取りに提供し、健康管理状況の判断とする、一種の対話型健康管理システムを
提供することを本考案の一つの目的とする。
【００１０】
　前記システムで提供される整合型情報表示手段は被介護者の病気により分類し、関連の
健康管理情報及び医療保健施設の治療記録を表示する、一種の対話型健康管理システムを
提供することを本考案一つの目的とする。一例として、被介護者に高血圧及び肝臓硬化な
どの問題を抱えている場合、前記整合型情報表示手段は高血圧及び肝臓硬化などの健康管
理項目と医療記録をそれぞれ表示できる。
【００１１】
　前記システムの被介護側及び医療保健施設との間は対話型に連結し、医療保健施設の治
療者たちは、被介護者最新の健康状況を随時に把握できる一方、被介護者側も医療保健施
設による最新の専業的な提案と援助が得られる、一種の対話型健康管理システムを提供す
ることを本考案の一つの目的とする。
【００１２】
　前記システムは各医療保健施設同士の連結機能を備え、被介護者すべての病歴、処方な
どの既存情報を整合して、被介護者本人又はいずれの医療保健施設にその治療状況を全体
的に把握できる、一種の対話型健康管理システムを提供することを本考案の一つの目的と
する。
【００１３】
　被介護者は商業取引手段に連結し、健康製品の購入又はその他健康関連情報を入手でき
る。必要なとき、前記整合式健康管理システムを介して、医療保健施設に連絡し、意見を
諮ることができる、一種の対話型健康管理システムを提供することを本考案の一つの目的
とする。
【００１４】
　すなわち、本願の第１考案は、医療サービス提供装置と、少なくとも一つの自宅側端末
と、通信手段とを含む対話型健康管理システムであって、医療サービス提供装置は、デジ
タル化カルテ手段と、被介護側身分手段と、被介護側生理情報手段と、を少なくとも含み
、被介護側身分手段は、前記のデジタル化カルテ手段に保存された相応の被介護側のカル
テに連結し、被介護側身分データの保存及び処理を行う機能を有し、被介護側生理情報手
段は、被介護側身分手段に連結し、被介護側より提供されたすべての生理情報の保存及び
処理を行う機能を有し、自宅側端末は、被介護側の居住先に取付けられ、身分提供手段及
び生理情報提供手段を少なくとも含み、
身分提供手段は、前記被介護側身分手段に対して被介護側の身分を伝送する機能を有し、
生理情報提供手段は、前記被介護側生理情報手段に対して被介護側の生理情報を伝送する
機能を有し、通信手段は、前記の自宅側端末及び前記医療サービス提供装置と画像のオン
ライン接続及びデータ伝送のオンライン接続を提供する機能を有する、対話型健康管理シ
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ステムを提供することを要旨とする。
【００１５】
　また、本願の第２考案は、前記生理情報は、自己測定により得られた血圧値、心拍数、
呼吸数、体温値、血糖値、体重を含まれることを特徴とする、本願の第１考案に記載の対
話型健康管理システムを提供することを要旨とする。
【００１６】
　また、本願の第３考案は、前記生理情報提供手段は、携帯式生理情報監視装置を用いる
ことを特徴とする、本願の第２考案に記載の対話型健康管理システムを提供することを要
旨とする。
【００１７】
　また、本願の第４考案は、前記医療サービス提供装置は、更に、被介護側その他情報手
段を有し、前記自宅側端末は、更に、その他情報提供手段を有し、前記被介護側その他情
報手段と前記被介護側身分手段と連結し、前記被介護側より提供受けた非生理情報を保存
し、前記その他情報提供手段は前記被介護側その他情報手段に対して非生理情報を提供す
ることを特徴とする、本願の第１考案に記載の対話型健康管理システムを提供することを
要旨とする。
【００１８】
　また、本願の第５考案は、前記非生理情報は、少なくとも投薬時間、運動項目食事内容
が含まれることを特徴とする、本願の第４考案に記載の対話型健康管理システムを提供す
ることを要旨とする。
【００１９】
　また、本願の第６考案は、前記医療サービス提供装置は、更に、決定判断データベース
及び警報システムを有し、前記決定判断データベースは被介護側生理情報手段のデータに
より被介護側現在の生理状況に基づいて、必要に応じて、前記警報システムを介して特定
装置に警報メッセージを発信することを特徴とする、本願の第１考案に記載の対話型健康
管理システムを提供することを要旨とする。
【００２０】
　また、本願の第７考案は、前記特定装置は、特定の電子メールボックス又は携帯電話装
置、前記警報メッセージは電子メール又は簡易メッセージであることを特徴とする、本願
の第６考案に記載の対話型健康管理システムを提供することを要旨とする。
【００２１】
　また、本願の第８考案は、前記医療サービス提供装置は、更に、整合式情報表示手段を
有し、前記のデジタル化カルテ手段、被介護側生理情報手段及び被介護側その他情報手段
にオンライン接続し、画像及びデジタル化方式により、前記した各手段のデータを表示す
ることを特徴とする、本願の第１考案に記載の対話型健康管理システムを提供することを
要旨とする。
【００２２】
　また、本願の第９考案は、前記整合式情報表示手段は被介護側の病気内容により分類し
、前記の各手段のデータを表示することを特徴とする、本願の第８考案に記載の対話型健
康管理システムを提供することを要旨とする。
【００２３】
　また、本願の第１０考案は、さらに医療情報システム取得手段を含め、前記医療サービ
ス提供装置と他の医療情報システムとの整合を図ることを特徴とする、本願の第１考案に
記載の対話型健康管理システムを提供することを要旨とする。
【考案の効果】
【００２４】
　以下にて、糖尿病患者の一例を本考案による対話型健康管理システムの稼働概要を説明
する。まず、前記糖尿病患者はある医療保健施設に治療を受け、前記医療保健施設はデジ
タル化カルテ手段１１でもって、前記患者の個人データ、病状来歴、SOAP(主観的、客観
的な病状陳述、診断評価、治療計画)、投薬経過、生命兆候、既往歴、一連の医療実験室



(6) JP 3142093 U 2008.6.5

10

20

30

40

50

データ及び映像診断報告などを詳細に記録しておき、前記患者の主治医はいつでも前記医
療保健施設のコンピュータシステムより前記患者のデータを引き出すことができる。前記
患者は全快した後、前記医療保健施設より対話式健康管理プランに加入した後、居住先に
前記の自宅側端末２０を構築し、前記被介護側身分手段１２にて、被介護側の身分認証デ
ータを作成して、前記のデジタル化カルテ手段に保存された対応の病歴に連結する。前記
患者側の携帯式生理情報監視装置、身分提供手段及びコンピュータシステム、伝送インタ
フェースを整合するとこによって、患者はこの整合された手段化血糖値検知装置を介して
、その都度に検出された血糖値をそのまま前記介護者生理情報手段１３及び前記被介護側
身分手段１２にアップロードされ、前記被介護側生理情報手段１３によって前記血糖値デ
ータを処理及び保存して置く、主治医はいずでも前記医療保健施設のコンピュータシステ
ムより、前記在宅プラットフォーム２０からアップロードされたデータにより、前記患者
の血糖値管理状況を把握し、前記デジタル化カルテ手段１１に保存された病歴及び治療記
録に基づいて、前記患者の健康状態を充分に把握できる。前記患者の飲食、運動内容、運
動時間数、投薬時間などは前記その他情報提供手段２３(コンピュータ又は携帯通信装置
と専用プログラム)を介して、前記被介護側その他情報手段１４に転送して、医師に前記
患者の日常生活概況を把握させる。そして、医師又は被介護側のいずれに直接対話交流が
必要のとき、前記の通信手段３０を介して、双方の画像のオンライン方式でもって対話で
きる。
【００２５】
　前記の決定判断データベース１６及び警報システム１７はただちに処理を要する場面に
使用する。一例として、被介護側の生命兆候(心拍、血圧、呼吸)が不安定のとき、前記の
医療サービス提供装置１０に備える決定判断データベース１６は、このような問題を自動
的に判断した上、前記警報システム１７より電子メール又は簡易メッセージを発信するな
ど、被介護者の家族又は主治医に素早く通知し、患者に対して医療援助を提供できる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００２６】
［実施例］
　図１に示す本考案の整合式健康管理システムは、主に医療サービス提供装置１０、被介
護側の自宅側端末２０に構築し、各自宅側端末２０を前記医療サービス提供装置１０と連
結するための通信手段３０、及び前記医療サービス提供装置１０とその他医療情報システ
ムに整合する医療情報システム取得手段４０を含まれている。
【００２７】
　図２に示す通り、前記医療サービス提供装置１０は少なくともデジタル化カルテ手段１
１、被介護側身分手段１２、被介護側生理情報手段、１３、被介護側その他情報手段１４
、整合式情報表示手段１８を含まれている。
【００２８】
　前記デジタル化カルテ手段１１は被介護側の個人をベースとし、前記被介護側個人の病
歴を保存及び処理する。前記病歴は被介護側の個人データ及び前記被介護側の医療来歴な
どの記録を含めたすべての医療記録を含まれる。
【００２９】
　前記被介護側身分手段１２において、被介護側の身分データの保存及び処理を行い、前
記のデジタル化カルテ手段と被介護側の対応病歴に連結する。
【００３０】
　前記被介護側生理情報手段１３は前記被介護側身分手段１２に連結し、前記被介護側よ
り提供されたすべての生理情報の保存と処理を行う。前記生理情報は少なくとも、血圧値
、心拍数、呼吸数、体温値、血糖値、体重を含まれる。
【００３１】
　前記被介護側その他情報手段１４は前記被介護側身分手段１２に連結し、前記被介護側
より提供された薬の服用時間、運動内容、運動時間、飲食内容などの情報を保存する。
【００３２】
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　被介護者は商業取引手段１５に連結し、健康製品の購入又はその他健康関連情報を知る
ことができる。そして、被介護者は必要のとき、前記医療サービス提供装置１０を介して
、医療保健施設に連絡し意見を諮ることができる。
【００３３】
　前記整合式健康管理システム１８は前記デジタル化カルテ手段１１、被介護側生理情報
手段１３及び被介護側その他情報手段１４に連結し、被介護者のある期間の健康関連情報
を画像及びデジタル化方式により、曲線グラフ、棒グラフにて、被介護者の血圧、心拍、
体温、血糖値などの生理情報、又は運動の時間数、カロリーの摂取数などその他情報を表
示できる。前記整合式情報表示手段１８は被介護者の病気に従い、一連の健康情報及び医
療記録を分類し表示できる。一例として、被介護者に高血圧及び肝臓硬化などの問題を抱
えている場合、前記整合型情報表示手段は高血圧及び肝臓硬化などの健康管理項目と医療
記録をそれぞれ表示できる。健康内容は、被介護側より自己検査方式で得られたすべての
生理情報をいい、医療記録は既往歴、各種検査、処方など医療保健施設より実行されたす
べての医療内容を含まれる。このような分類による情報表示方式は、デジタル化カルテ手
段１１に保存されたすべてのデータを整合して、被介護者又は医療保健施設の関係者が最
短期間内に、被介護者の既往歴、検査内容、医療記録、処方記録などを充分に把握できる
。
【００３４】
　前記の自宅側端末２０は被介護側の居住先に取付け、少なくとも身分提供手段２１、生
理情報提供手段２２及びその他情報提供手段２３を含まれる。前記身分提供手段２１より
前記被介護側身分手段１２に対して、被介護側の身分データを伝送する。前記生理情報提
供手段２２は前記被介護側生理情報手段１３に被介護側の生理情報を伝送する。前記その
他生理情報提供手段２３は前記被介護側その他生理情報手段１３に被介護側の非生理情報
を伝送する。前記の身分提供手段２１及び前記被介護側身分提供手段１２は無線周波数識
別装置(RFID)又は他の技術手法により、データ伝送及び認証を実現できる。前記生理情報
提供手段２２は携帯式生理情報監視装置より測定されたデータを保存し、前記携帯式生理
情報監視装置は前記の身分提供手段２１とコンピュータシステム及び伝導インタフェース
を一つの手段装置に整合できる。前記携帯式生理情報監視装置より被介護側生理情報を測
定した上、被介護側の身分及び生理情報を前記被介護側身分手段及び前記被介護側生理情
報提供手段に対して、データ伝送を行うことができる。
【００３５】
　前記の通信手段３０より、前記の自宅側端末２０及び前記医療サービス提供装置１０と
の画像のオンライン接続とデ―タ伝送を行い、前記の自宅側端末２０の前記医療サービス
提供装置１０に被介護側生理情報を提供するほか、前記医療サービス提供装置１０にある
特定者(主治医など)と被介護側は画像のオンライン接続により対話でき、主導的、リアル
タイムで専業的な提案と協力を提供できる。
【００３６】
　前記の医療情報システム取得手段４０は前記医療サービス提供装置１０と他の医療保健
施設にある医療情報システムとの整合を提供、医療保健施設同士の連結を実現し、被介護
者すべての既往歴、処方などの既存情報をまとめることができる。
【００３７】
　前記の医療サービス提供装置はさらに、決定判断データベース１６及び警告システム１
７を含まれる。前記決定判断データベース１６は前記被介護側生理情報手段１３の資料に
基づき、前記被介護側現在の生理状況を判断し、被介護側現時点の健康問題の発見及び生
理情報警告機制を定めて、必要に応じて、前記警告システム１７より警告メッセージ(e-m
ail又は簡易メッセージ)をあらかじめに設定された携帯電話又は電子メールに発信するな
ど、被介護者の家族又は医療保健施設の関係者へただちに通知する。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本考案による対話型健康管理システムのハードウェア配置図である。
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【図２】本考案による医療サービス提供装置のシステムブロック図である。
【符号の説明】
【００３９】
１０　医療サービス提供装置
１１　デジタル化カルテ手段
１２　被介護側身分手段
１３　被介護側生理情報手段
１４　被介護側その他情報手段
１５　商業取引手段
１６　決定判断データベース
１７　警報システム
１８　整合型情報表示手段
２０　自宅側端末
２１　身分提供手段
２２　生理情報提供手段
２３　その他情報提供手段
３０　通信手段
４０　医療情報システム取得手段

【図１】

【図２】
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